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第109条 照査の実施 

１ 受注者は、業務の実施に当たり、照査を適切に実施しなければならない。 

第110条 担当技術者 

１ 受注者は、業務の実施に当たって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督

員に提出するものとする。（主任技術者と兼務するものを除く） 

  なお、担当技術者が複数にわたる場合は３名までとする。 

２ 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 

第111条 提出書類 

１ 受注者は、発注者が指定した様式より、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅滞な

く提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請求書、請負

代金代理受領承諾願、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の

際指定した書類を除く。 

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、

提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 

３ 契約時又は変更時において委託料が100 万円以上の業務の実績は、以下の各号により登録を行わ

なければならない。 

 （１）受注者は、業務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情

報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後15 日（休日等を除く）

以内に、登録内容の変更時は変更があった日から15 日（休日等を除く）以内に、完了時は業務

完了後15 日（休日等を除く）以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登

録申請しなければならない。 

また、受注者は、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、

直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が15 日間（休日等を除く）

に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

ただし、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

 （２）農林水産部が所掌する農業農村整備事業の業務は、前号によらず、農業農村整備事業測量調

査設計業務実績情報サービス（ＡＧＲＩＳ）に基づき、受注・変更・完了時に登録データを作

成し、受注時は契約締結後15日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更があった日

から15 日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了後15 日（休日等を除く）以内に、監督

員に電子メールで送信し承認を受けるものとする。また、後日、登録機関から電子メールで送

信される、「ＡＧＲＩＳ登録結果通知」を監督員に提出するものとする。 

なお、変更時と完了時の間が15 日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の提出を

省略できるものとする。 

ただし、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

４ 受注者は、地質調査資料整理要領（案）に基づき下記の成果を作成し、監督員の確認を受けた後

に（公財）三重県建設技術センターへ電子媒体により提出するものとする。 

  （１）ボーリング及び標準貫入試験のデータ 

  （２）土質試験データ 



務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的

に使用してはならない。 

４．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の

終了後においても第三者に漏らしてはならない。 

５．取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許

可なく複製しないこと。 

６．受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 

７．受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外

利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 

 

第132条 個人情報の取扱い 

  受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取扱う場合には、別記「個人情報の

取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

 

第133条 安全等の確保  

１ 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に際しては、地質・土質調査業務関係者だけ

でなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵

守しなければならない。 

（１）受注者は「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術審議官通達平成21年３

月31日）を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければ

ならない。 

（２）受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（建設省大臣官房技術参事官通達昭

和62年３月30日）を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境

の保全に努めなければならない。 

（３）受注者は、調査現場に別途調査又は工事等が行われる場合は、相互協調して業務を遂行し

なければならない。 

（４）受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の

迷惑となるような行為、調査をしてはならない。 

２ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理

者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り地質・土質調査業務実施中の安

全を確保しなければならない。 

３ 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等

に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 

４ 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、

労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 

５ 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げ

る事項を厳守しなければならない。 

（１）受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省事務次官通達平成５年１月12日）を遵守
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